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先日、ある企業の従業員

意識調査を行いました。ア

ンケートを実施し、その後

何人かヒアリングを行いま

した。

そのとき、サービス残業

が話題になりました。中に

は、残業をしているが、申

告していないという従業員

がいました。

この会社では、残業をし

ないよう徹底していまし

た。各部門長は、経営者か

ら残業時間について、厳し

いトレースがあるため、残

業を過小申告していたので

す。

経営者は、その実態に気

づいておらず、残業代の未

払いがあることも、ある程

度の残業が発生しているこ

とも知りませんでした。

このように、経営者に事

実が報告されないことはこ

の企業に限ったことではな

特に退職後に請求される

ケースをよくみます。円満

退職ではなく、何かの行き

違いで退職するようなとき

は注意が必要です。

労基法では、労働時間が

長くなれば、それに比例し

て賃金も高くなるよう規定

しています。つまり、労働

時間が長ければ、会社はそ

れだけの成果物を得ると考

えているわけです。

しかし、実際は労働時間

の長さと成果の関連はほと

んどの業種・業態ではあり

ません。この法律と実態の

ギャップを理解したうえ

で、賃金額を決めていかな

くていけません。

そうしないと、ミスを修

復するためにかかった労働

時間分の賃金を支払うのが

厭になってしまいます。最

悪、支払わないという法律

違反を起こしてしまうこと

もあり得ます。
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く、意外とあるものです。

ただ、この企業でも残業

はしているが、それは自分

のためにやっているので、

あえて申告しない、残業代

も要らない、という従業員

もいました。

例えば自分のミスでその

修復にかかった時間があり

ます。それ以外にも会社か

ら指示は無いが今後のため

に必要だと思って作成して

いる資料づくりの時間等が

あります。

経営者としては、このよ

うな従業員を評価するので

はないでしょうか。ただ、

気をつけたいのは、労使関

係が良好なときだけ、この

ような前向きな考え方にな

る、ということです。

いったん労使関係がこじ

れると、このような時間の

残業代をあとから請求する

可能性があるのです。


